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日薬連発第 397号 

2022年 5月 25日 

加盟団体 殿 

日本製薬団体連合会 

安定確保委員会 

供給不安解消タスクフォース 

 

 

 

「医薬品供給状況にかかる調査」へのご協力のお願い 

 

謹啓 時下ますますのご清栄のこととお喜び申し上げます。 

日頃より、当連合会の委員会活動につきまして、格別のご配慮を賜り厚く御礼申し上げま

す。また、貴団体加盟各社におかれましては、昨年来の医薬品の供給不安の中、安定確保に

ご尽力いただき感謝申し上げます。 

さて、現在、各社で安定確保にご対応いただいている中ではありますが、依然として多く

の医薬品で供給不安が続いていることから、その解消に向けて、より一層の情報提供が求め

られております。 

このことから、日薬連として、医療機関、薬局、卸売販売業者等、関係の皆様に必要な情

報をご確認いただけるよう、この度、医薬品の供給状況にかかる調査を行うことに致しまし

た。 

つきましては、本件につき貴団体加盟各社に周知徹底いただきたく、ご配慮の程よろしく

お願い申し上げます。 

 

謹白 
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日薬連発第 396号 

2022年 5月 25日 

各製造販売企業 殿 

日本製薬団体連合会 

安定確保委員会 

供給不安解消タスクフォース 

 

 

 

「医薬品供給状況にかかる調査」へのご協力のお願い 

 

謹啓 時下ますますのご清栄のこととお喜び申し上げます。 

日頃より、当連合会の委員会活動につきまして、格別のご配慮を賜り厚く御礼申し上げま

す。また、貴社におかれましては、昨年来の医薬品の供給不安の中、安定確保にご尽力いた

だき感謝申し上げます。 

さて、現在、各社で安定確保にご対応いただいている中ではありますが、依然として多く

の医薬品で供給不安が続いていることから、その解消に向けて、より一層の情報提供が求め

られております。 

このことから、日薬連として、医療機関、薬局、卸売販売業者等、関係の皆様に必要な情

報をご確認いただけるよう、この度、医薬品の供給状況にかかる調査を行うことに致しまし

た。 

つきましては、ご多忙中恐縮に存じますが、添付の調査につきまして、該当する各製造

販売企業におかれましては、ご回答いただきたく、ご協力の程、宜しくお願い申し上げま

す（別添の成分規格を製造販売されていない企業は回答不要です）。 

 

ご承知の通り、令和4年1月25日付厚生労働省医政局経済課長通知（医政経発0125第1号

「医療用医薬品の供給不足に係る対応について」の別添１に係る医薬品の供給状況の調査

について（調査協力依頼））において、製造販売する医薬品を安定的に供給することは一

義的には製造販売企業の責務であることから、該当する成分規格を製造販売する製造販売

企業は、該当品目の供給の状況について各社のウェブサイト等において公表し、その旨を

日薬連に報告し、日薬連においてそれらの情報をとりまとめ提供するよう要請されており

ます。このことから、今回、各社から報告いただいた情報は、日薬連としてとりまとめ、

一覧で医療関係者等に公開させていただきます（未回答の品目を含めてWEBにて一覧公開

さていただきます）。 

なお、本調査は、公正取引委員会に対して、独占禁止法上問題がないことを確認し、実

施しております。 

謹白 
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別添 

「医薬品供給状況にかかる調査」へのご協力のお願い 

 

１．調査依頼 

添付のリスト「（医薬品供給状況調査 （2022年5月調査）（企業名●●）」に掲載さ

れている貴社が製造販売承認を取得されている製品（銘柄）につきまして、現時点（5月

中旬）における当該製品の供給状況を下記に従ってご回答いただきますようお願い致し

ます（※併売している製品（銘柄）や、企業グループとして販売している製品（銘柄）

につきましては、製造販売承認を取得されている企業が代表してご回答下さい。 

 

（１）「出荷量の状況」について、以下の区分に応じて選択して下さい。 

A. 出荷量通常：これまでの自社出荷量又は予定出荷量の概ね100%以上の出荷状況 

B. 出荷量減少：これまでの自社出荷量又は予定出荷量の概ね80%以上100％未満の出荷

状況 

C. 出荷量支障：これまでの自社出荷量又は予定出荷量の概ね80%未満の出荷状況 

D. 出荷停止 ：市場に出荷していない状況 

（２） 「製造販売業者の対応状況」について、以下の区分に応じて選択して下さい。 

① 通常出荷：全ての受注に対応できている、又は十分な在庫量が確保できている状況 

② 限定出荷（自社の事情）：自社の事情により、全ての受注に対応できない状況*1  

③ 限定出荷（他社品の影響）：他社品の影響等にて、全ての受注に対応できない状況 

④ 限定出荷（その他）：その他の理由＊2にて、全ての受注に対応できない状況 

 ＊1：全ての受注に対応できない状況とは、新規顧客の注文や増量受注の辞退など。 

 ＊2：その他の理由とは、季節性製剤や一過性需要過多、災害等による被害など。 

 

（３） 「出荷停止又は限定出荷の解消見込み時期」には、出荷停止又は限定出荷の解決見

込み時期を記載して下さい（例：「2022年7月」、未定の場合には「未定」と記

載）。 

ご提出いただいた内容について確認が必要な場合には、日薬連事務局より個別にご連絡さ

せていただくことがございますので、予めご了承いただきますようお願い致します。 

 

【参考】 

今回の調査対象品目は、厚生労働省医政局経済課に相談の上、選定しております。 

添付の成分規格は、2022年3月末時点で１銘柄でも「出荷停止」又は「限定出荷」が行

われていることが確認できた844成分規格のうち、2021年10月～12月（3か月間）、2022年

1月～3月（3か月間）の対前々年同期間との比較で、両方の期間において、供給量が5％以

上増加（105％以上）、又は供給量が20％以上減少（80％以下）している成分規格（但
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し、季節要因により比較期間（10月～12月／1月～3月）と現時点（5月中旬）で物量変動

が大きい成分規格等は除外）に、加えて2021年12月10日付の厚生労働省医政局経済課長通

知（医政経発0120第3号「医療用医薬品の供給不足に係る対応について」）の別添１で示

されている成分規格を追加し一覧にしたものです。 

 

２．回答方法 

以下の手順に従って、回答をお願い致します。 

【調査手順】 

○添付の「（医薬品供給状況調査 （2022年5月調査）（企業名●●）」に回答をお願

い致します。 

○「（医薬品供給状況調査 （2022年5月調査）（企業名●●）」のG列「製造販売承

認企業」から貴社を選択し、貴社「製品名」を一覧にして下さい。 

・I列「出荷量の状況」にH列「製品名」の状況をプルダウン選択して下さい。 

・J列「製造販売業者の対応状況」に該当する対応状況をプルダウン選択して下さい。 

・I列「出荷量の状況」が「D.出荷停止」の場合には受注対応は行えないため、J列

「製造販売業者の対応状況」では「－」をプルダウン選択して下さい。 

・K列「出荷停止又は限定出荷の解消見込み時期」には、I列「出荷量の状況」で「D.

出荷停止」を選択、又はJ列「製造販売業者の対応状況」で「②限定出荷（自社の事

情）」「③限定出荷（他社品の影響）」「④限定出荷（その他）」のいずれかを選択

した場合には出荷停止又は限定出荷の解消見込み時期を記載して下さい（例：「2022

年7月」、未定の場合には「未定」と記載下さい）。 

・シートのタブに貴社名を記載下さい 

・複数の製造販売承認企業の製品を代表して提出する場合は企業毎にシートを分けて

下さい。 

○「回答担当者情報（企業名●●）」シートへの記入 

・調査票の「提出日」、「会社名」、「部署名」、「回答者氏名」、「電話番号」、

「メールアドレス」について、下段の記入例を参考に記入。 

・シートのタブに貴社名を記載下さい 

○すべて記載が終了しましたら、ファイルを下記メールアドレスに送信して下さい。 

E-Mail：survey220603@fpmaj.gr.jp 

 

３．回答期限：2022年6月3日（金） 
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４．お問い合わせ 

日本製薬団体連合会 担当：沼澤 

TEL：03-3527-3154（受付時間 10:00～17:00、土日・祝日を除く） 

E-Mail：survey220603@fpmaj.gr.jp  

 

 

＜リスト「（医薬品供給状況調査 （2022年 5月調査）（企業名●●）」見本＞ 

 

 

以上 



医政経発 0524第３号 

令和４年５月 24日 

日本製薬団体連合会会長 殿 

 

 

厚生労働省医政局経済課長   

 

 

医薬品供給状況に係る調査への協力依頼について（継続調査協力依頼） 

 

平素より、医薬品等の安定供給の確保にご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

さて、貴団体の加盟団体を通じて各製造販売業者にご協力いただき、先般、「『医療用

医薬品の供給不足に係る対応について』の別添１に係る医薬品の供給状況の調査結果に

ついて」（令和４年３月４日付け医政経発 0304 第４号厚生労働省医政局経済課長通知）

により、該当する医薬品の供給状況を公表いたしました。 

当該公表を含め、累次の対応により、医薬品供給状況については、一定の改善が期待

されているところですが、現時点においても、依然として、多くの製品の供給に影響が

生じている状況であり、医療機関及び薬局において必要な量の医薬品を入手することが

困難な状況が継続しています。この状況を解消するためには、医薬品供給状況について、

継続的に調査し、その結果を公表していく必要があります。 

このような背景を踏まえ、今般、「医療用医薬品の供給不足に係る対応について」（令

和３年 12月 10日付け医政経発 1210第３号厚生労働省医政局経済課長通知）の記の５、

「『医療用医薬品の供給不足に係る対応について』の別添１に係る医薬品の供給状況の

調査について（調査協力依頼）」（令和４年１月 25日付け医政経発 0125第１号厚生労働

省医政局経済課長通知）及び「『医療用医薬品の供給不足に係る対応について』の別添

１に係る医薬品の供給状況の調査結果について」（令和４年３月４日付け医政経発 0304 

第５号厚生労働省医政局経済課長通知）の記の２に応じ、貴団体において「医薬品供給

状況に係る調査」を実施いただけるものと承知しております。 

適切な調査が実施できるよう、貴団体の加盟団体を通じて会員会社に周知徹底いただ

き、適切な対応が行われるよう指導をお願いいたします。また、今般の調査等も通じて、

必要な医薬品が早期に安定供給できるよう、引き続き、ご協力のほどよろしくお願い申

し上げます。 


